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前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
国
立
国
会
図
書

館
に
お
い
て
は
、
図
書
館
資
料
の
原
本
を
公
衆
の
利
用

に
供
す
る
こ
と
に
よ
る
そ
の
滅
失
、
損
傷
又
は
汚
損
を

避
け
る
た
め
、
当
該
原
本
に
代
え
て
公
衆
の
利
用
に
供

す
る
た
め
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方

式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

第
三
十
三
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
作
成
す

る
場
合
に
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、

当
該
図
書
館
資
料
に
係
る
著
作
物
を
記
録
媒
体
に
記
録

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
次
条
に
お
い
て
」
を「
以
下
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
二
第
四
項
中「（
同
法
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。）」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
の
見
出
し
中
「
点
字
に
よ
る
」
を
「
視
覚

障
害
者
等
の
た
め
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

３

視
覚
障
害
者
そ
の
他
視
覚
に
よ
る
表
現
の
認
識
に
障

害
の
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
二
条
第
四
項
に

お
い
て
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う
。）の
福
祉
に
関
す

る
事
業
を
行
う
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
公
表
さ

れ
た
著
作
物
で
あ
つ
て
、
視
覚
に
よ
り
そ
の
表
現
が
認

識
さ
れ
る
方
式
（
視
覚
及
び
他
の
知
覚
に
よ
り
認
識
さ

れ
る
方
式
を
含
む
。）に
よ
り
公
衆
に
提
供
さ
れ
、
又
は

提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
著
作
物
以
外
の
著
作
物

で
、
当
該
著
作
物
に
お
い
て
複
製
さ
れ
て
い
る
も
の
そ

の
他
当
該
著
作
物
と
一
体
と
し
て
公
衆
に
提
供
さ
れ
、

又
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及

び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
「
視
覚
著
作
物
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
、
専
ら
視
覚
障
害
者
等
で
当
該
方
式
に
よ
つ

て
は
当
該
視
覚
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
者

の
用
に
供
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お

い
て
、
当
該
視
覚
著
作
物
に
係
る
文
字
を
音
声
に
す
る

こ
と
そ
の
他
当
該
視
覚
障
害
者
等
が
利
用
す
る
た
め
に

必
要
な
方
式
に
よ
り
、
複
製
し
、
又
は
自
動
公
衆
送
信

（
送
信
可
能
化
を
含
む
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
当
該
視
覚
著
作
物
に
つ
い
て
、
著
作
権
者
又
は

そ
の
許
諾
を
得
た
者
若
し
く
は
第
七
十
九
条
の
出
版
権

の
設
定
を
受
け
た
者
に
よ
り
、
当
該
方
式
に
よ
る
公
衆

へ
の
提
供
又
は
提
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
三
十
七
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
聴
覚
障
害
者
等
の
た
め
の
複
製
等
）

第
三
十
七
条
の
二

聴
覚
障
害
者
そ
の
他
聴
覚
に
よ
る
表

現
の
認
識
に
障
害
の
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

第
五
項
に
お
い
て
「
聴
覚
障
害
者
等
」
と
い
う
。）の
福

祉
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
利

用
の
区
分
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
公
表
さ

れ
た
著
作
物
で
あ
つ
て
、
聴
覚
に
よ
り
そ
の
表
現
が
認

識
さ
れ
る
方
式
（
聴
覚
及
び
他
の
知
覚
に
よ
り
認
識
さ

れ
る
方
式
を
含
む
。）に
よ
り
公
衆
に
提
供
さ
れ
、
又
は

提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
著
作
物
以
外
の
著
作
物

で
、
当
該
著
作
物
に
お
い
て
複
製
さ
れ
て
い
る
も
の
そ

の
他
当
該
著
作
物
と
一
体
と
し
て
公
衆
に
提
供
さ
れ
、

又
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
聴
覚
著
作
物
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
、
専
ら

聴
覚
障
害
者
等
で
当
該
方
式
に
よ
つ
て
は
当
該
聴
覚
著

作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
者
の
用
に
供
す
る
た

め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
利
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
当
該
聴
覚
著
作
物
に
つ
い
て
、
著
作
権
者
又
は

そ
の
許
諾
を
得
た
者
若
し
く
は
第
七
十
九
条
の
出
版
権

の
設
定
を
受
け
た
者
に
よ
り
、
当
該
聴
覚
障
害
者
等
が

利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
方
式
に
よ
る
公
衆
へ
の
提
供

又
は
提
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

当
該
聴
覚
著
作
物
に
係
る
音
声
に
つ
い
て
、
こ
れ

を
文
字
に
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
聴
覚
障
害
者
等
が

利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
方
式
に
よ
り
、
複
製
し
、

又
は
自
動
公
衆
送
信
（
送
信
可
能
化
を
含
む
。）を
行

う
こ
と
。

二

専
ら
当
該
聴
覚
障
害
者
等
向
け
の
貸
出
し
の
用
に

供
す
る
た
め
、
複
製
す
る
こ
と
（
当
該
聴
覚
著
作
物

に
係
る
音
声
を
文
字
に
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
聴
覚

障
害
者
等
が
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
方
式
に
よ
る

当
該
音
声
の
複
製
と
併
せ
て
行
う
も
の
に
限
る
。）。

第
三
十
八
条
第
五
項
中
「
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
及

び
聴
覚
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
で
前

条
の
政
令
で
定
め
る
も
の
（
同
条
第
二
号
に
係
る
も
の
に

限
り
、
営
利
を
目
的
と
し
て
当
該
事
業
を
行
う
も
の
を
除

く
。）」
を
加
え
る
。

第
四
十
三
条
第
二
号
中
「
第
三
十
一
条
第
一
号
」を「
第

三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、「
第
三
十
七
条
」
を
「
第

三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
中
「
翻
案
（
要
約
に
限
る
。）」
を「
翻
訳
又
は
翻
案
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項

変
形
又
は
翻
案

四

第
三
十
七
条
第
三
項

翻
訳
、
変
形
又
は
翻
案

第
四
十
七
条
の
四
本
文
中
「
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第

三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
第
三
十

二
条
」
に
、「
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を

「
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
二
（
第
二
号
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
、「
第
四
十
一
条
、
第

四
十
二
条
、
第
四
十
二
条
の
二
、
第
四
十
六
条
又
は
第
四

十
七
条
」
を
「
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で

又
は
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
七
条
の
二
ま
で
」に
、「（
第

三
十
一
条
第
一
号
」
を「（
第
三
十
一
条
第
一
項
」に
改
め
、

同
条
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
一
条
第
一
号
」
を
「
第
三
十

一
条
第
一
項
」
に
、「
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
又
は
第

四
十
二
条
の
二
」
を
「
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
七

条
の
二
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
又
は

第
四
十
七
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
七
条
の
九

と
し
、
第
四
十
七
条
の
三
を
第
四
十
七
条
の
四
と
し
、
同

条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
送
信
の
障
害
の
防
止
等
の
た
め
の
複
製
）

第
四
十
七
条
の
五

自
動
公
衆
送
信
装
置
等
（
自
動
公
衆

送
信
装
置
及
び
特
定
送
信
装
置
（
電
気
通
信
回
線
に
接

続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
記
録
媒
体
の
う
ち
特
定
送

信
（
自
動
公
衆
送
信
以
外
の
無
線
通
信
又
は
有
線
電
気

通
信
の
送
信
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
用
に
供
す
る
部
分
（
第
一
号

に
お
い
て
「
特
定
送
信
用
記
録
媒
体
」
と
い
う
。）に
記

録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情
報
の
特
定

送
信
を
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。）を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
他
人
の
自
動
公
衆
送

信
等
（
自
動
公
衆
送
信
及
び
特
定
送
信
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
用
に
供
す
る
こ
と
を
業
と

し
て
行
う
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目
的
上
必
要
と

認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
自
動
公
衆
送
信
装

置
等
に
よ
り
送
信
可
能
化
等
（
送
信
可
能
化
及
び
特
定

送
信
を
し
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
行
為
で
政
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）が

さ
れ
た
著
作
物
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
記
録
媒
体
に

記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

自
動
公
衆
送
信
等
の
求
め
が
当
該
自
動
公
衆
送
信

装
置
等
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
る
送
信
の
遅
滞
又
は

当
該
自
動
公
衆
送
信
装
置
等
の
故
障
に
よ
る
送
信
の

障
害
を
防
止
す
る
こ
と

当
該
送
信
可
能
化
等
に
係

る
公
衆
送
信
用
記
録
媒
体
等
（
公
衆
送
信
用
記
録
媒

体
及
び
特
定
送
信
用
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。）以
外
の
記
録
媒
体
で
あ
つ
て
、
当
該
送

信
可
能
化
等
に
係
る
自
動
公
衆
送
信
等
の
用
に
供
す

る
た
め
の
も
の

二

当
該
送
信
可
能
化
等
に
係
る
公
衆
送
信
用
記
録
媒

体
等
に
記
録
さ
れ
た
当
該
著
作
物
の
複
製
物
が
滅
失

し
、
又
は
毀き

損
し
た
場
合
の
復
旧
の
用
に
供
す
る
こ

と

当
該
公
衆
送
信
用
記
録
媒
体
等
以
外
の
記
録
媒

体
（
公
衆
送
信
用
記
録
媒
体
等
で
あ
る
も
の
を
除

く
。）

２

自
動
公
衆
送
信
装
置
等
を
他
人
の
自
動
公
衆
送
信
等

の
用
に
供
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
送
信
可

能
化
等
が
さ
れ
た
著
作
物
（
当
該
自
動
公
衆
送
信
装
置

等
に
よ
り
送
信
可
能
化
等
が
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）の

自
動
公
衆
送
信
等
を
中
継
す
る
た
め
の
送
信
を
行
う
場

合
に
は
、
当
該
送
信
後
に
行
わ
れ
る
当
該
著
作
物
の
自

動
公
衆
送
信
等
を
中
継
す
る
た
め
の
送
信
を
効
率
的
に

行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当

該
著
作
物
を
当
該
自
動
公
衆
送
信
装
置
等
の
記
録
媒
体

の
う
ち
当
該
送
信
の
用
に
供
す
る
部
分
に
記
録
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。御

名

御

璽

平
成
二
十
一
年
六
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

麻
生

太
郎

法
律
第
五
十
三
号

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
九
節

補
償
金
」
を
「
第
九
節

補
償
金

等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
中
「
こ
の
号
」
の
下
に

「
及
び
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、

第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

三

第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

て
公
衆
に
譲
渡
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物

第
三
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

著
作
権
を
侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信
（
国
外
で
行

わ
れ
る
自
動
公
衆
送
信
で
あ
つ
て
、
国
内
で
行
わ
れ

た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の

を
含
む
。）を
受
信
し
て
行
う
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
音

又
は
録
画
を
、
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
行
う
場
合

第
三
十
一
条
中
「
図
書
、
記
録
そ
の
他
の
資
料
を
」
を

「
国
立
国
会
図
書
館
及
び
図
書
、記
録
そ
の
他
の
資
料
を
」

に
、「
も
の
（
以
下
こ
の
条
」
を
「
も
の
（
以
下
こ
の
項
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
個
個
」
を
「
個
々
」に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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